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消費生活相談の苦情件数
のうち解決済みの割合

家庭用品品質表示法・消費生活用
製品安全法に係る立入検査による
適正表示の割合

総合計画掲載指標① 総合計画掲載指標②

　個別目標 生活の安全性を高める

　めざす成果

安心して消費生活を送っている

食品や製品、サービスなどの消費に関する相談体制などが整っていま
す

「めざす成果」を達成するための施策展開（ロジックツリー）

その他見直し

事業の効率化

事業の廃止・縮減

所　管　部 市民経済部平成２５年度「めざす成果」の達成に向けた進行管理シート

３－１－２　安心して消費生活を送っている

　総合計画体系

　健康領域・基本目標 まちの健康・安全と安心が感じられるまち

平成２４年度までの
取り組み内容

【消費者取引に関する苦情などの解決を図る】
・本庁消費生活センターでは月曜日から金曜日の毎日、商品やサービスなど消費生活全
般に関する苦情やトラブルに関する相談を消費生活相談員が受理し、助言やあっせんに
よる解決を図りました。
・平成24年度も神奈川県消費者行政活性化事業費補助金を引き続き活用し、消費生活相
談室の改修、消費者啓発事業の充実、消費生活相談員の資質向上のため弁護士との勉強
会を実施し、相談体制の向上を図りました。
・平成24年度は消費者啓発のため、自治会を通じて消費生活ステッカー付きリーフレッ
ト「悪質商法にご用心」を市内各世帯に配布し、消費生活トラブルに対しての注意喚起
及び消費生活センターの周知に努めました。

【市民が、いつでも安全で安心な商品やサービスの提供を受けられるようにする】
・「家庭用品品質表示法」と平成24年4月に改正された「製品安全４法」に基づき、消
費者の保護を目的にした適正な商品表示が行われているかの立入検査を実施しました。

構成事業に対する考え方
（事業の量及び実施手法）

・消費生活相談件数は、ここ数年ほぼ横ばいで推移しています。
・相談内容は怪しい金融商品、訪問買い取り等悪質かつ複雑化しているため、大和法曹
会弁護士との勉強会や各種研修会を積極的に活用することにより、相談員の技量を高
め、解決率の向上を図ります。
・市内大型店舗を中心に、家庭用品品質表示法対象商品の約600点、製品安全４法対象
商品の約30点の立入検査を実施します。

既存事業の拡充

・消費生活相談員の資質向上に努め、解決能力の向上
を図ります。
・高校生、中学生向けの消費啓発講座を充実し、将来
的な消費者被害の予防を図ります。

消費生活相談事業
消費者啓発事業

新規事業の立案

めざす成果 具体的な施策 取り組み内容 事業名 　担当課

消費生活相談事業 市民相談課

市民相談支援事業 市民相談課

消費者啓発事業 市民相談課

商品表示に関する立入り検査事務 市民相談課

計量検査事務 産業活性課

市民が、消費生活問題につい
ての理解を深め、的確に判断
し、対応できるようにする

①

消費者取引に関する苦情
などの解決を図る

安心して消費生活を送っ
ている

市民が、相談でき、適切な助

言を受けることのできる場を提
供する

市民が、いつでも安全で安
心な商品やサービスの提
供を受けられるようにする

不適切な計量により、市民が
不利益を被らないようにする

②
生命・身体に危害を及ぼす恐
れが多いと認められる製品の
安全性を確保する


